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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数
のワークステーションと、
　発信メッセージを前記コンピュータネットワークに送信し、着信メッセージを前記コン
ピュータネットワークから受信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶さ
れたアプリケーションと、
　前記発信メッセージの送信が開始される際に前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の
詳細を判断し、前記発信メッセージを本来意図された受信者ではなく第三者に選択的に再
方向付けするようにポリシーデータと協働して作動可能である、前記アプリケーションに
組み込まれたアナライザと、
を含み、
　前記ポリシーデータは、前記複数のワークステーションに対して中央集中的に定義され
、前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、その詳細に依存して前記発信
メッセージの前記送信を制御するための規則を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項２】
　前記アナライザは、前記メッセージが所定のリストにある受信者又はアドレスのうちの
１つ又はそれ以上に送られる場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするよ
うに作動可能であることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレ
スから送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リ
ストを含み、
　前記アナライザは、前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストにあるド
メイン名のうちの１つを含むと判断した場合、及び、前記意図されたアドレスが前記名前
リストにある前記従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場合
、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けするように作動
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可能である、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記アナライザは、前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワ
ードの組合せを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動
可能であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記アナライザは、前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が送信前に暗号化され
るべきものである場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可
能であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記アナライザは、その本来の暗号化キーと共に前記メッセージを前記第三者に再方向
付けするように作動可能であり、
　前記第三者は、前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、
前記本来のキーで前記メッセージを再暗号化する手段を有する、
ことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記アナライザは、前記メッセージが再方向付けされる前に、それが再方向付けされた
メッセージであることを示すテキストを前記メッセージに追加するように作動可能である
ことを特徴とする請求項５又は６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記アナライザは、前記メッセージが添付物又は特定の種類の添付物を含む場合、前記
発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請
求項１～７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記アナライザは、前記メッセージが添付物を含み、且つ前記メッセージの本文又は件
名が所定量よりも少ないテキストを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向
付けするように作動可能であることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のシ
ステム。
【請求項１０】
　前記アナライザは、前記メッセージの作成者の身元に依存して前記発信メッセージを前
記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項１～９のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第三者が受信した前記再方向付けされたメッセージについて、前記第三者が前記メ
ッセージを前記本来意図された受信者に送信されるように承認するための手段が設けられ
ていることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項１～１１のい
ずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴と
する請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項１～
１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであること
を特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
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　前記アプリケーションは、インスタントメッセージングアプリケーションであることを
特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記アナライザは、前記インスタントメッセージングアプリケーションのプラグインで
あることを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記アプリケーションは、音声メッセージングアプリケーションであることを特徴とす
る請求項１～１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記アナライザは、前記音声メッセージングアプリケーションのプラグインであること
を特徴とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ポリシーデータは、前記ワークステーションの個々のユーザ又は一群のユーザに対
する１つ又はそれ以上のポリシーを定義することを特徴とする請求項１～１９のいずれか
１項に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記ポリシーデータが記憶される中央サーバを含むことを特徴とする請求項１～２０の
いずれか１項に記載のシステム。
【請求項２２】
　コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有し、発信
メッセージを前記コンピュータネットワークに送信し、着信メッセージを前記コンピュー
タネットワークから受信するためのアプリケーションが該メモリに記憶された複数のワー
クステーションを含むシステムにおいて、前記複数のワークステーションによって実行さ
れる、情報を管理する方法であって、
　前記アプリケーションに組み込まれたアナライザを用いて、前記発信メッセージの送信
が開始される際にポリシーデータと協働して前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳
細を判断するように前記発信メッセージを解析する段階と、
　前記１つ又はそれ以上の詳細に依存して、前記発信メッセージを本来意図された受信者
ではなく第三者に選択的に再方向付けする段階と、
を含み、
　前記ポリシーデータは、前記複数のワークステーションに対して中央集中的に定義され
、前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、その詳細に依存して前記発信
メッセージの前記送信を制御するための規則を含むことを特徴とする、情報を管理する方
法。
【請求項２３】
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のリストにある受信者又はアドレスに送られ
る場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項
２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレ
スから送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リ
ストを含み、
　前記解析する段階において前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストに
あるドメイン名のうちの１つを含むと判断された場合、及び、前記意図されたアドレスが
前記名前リスト内の従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場
合、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けされる、
ことを特徴とする請求項２２又は２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワードの組合せを含む
場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項２
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２～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が送信前に暗号化されるべきものである場
合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項２２
～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記発信メッセージをその本来の暗号化キーと共に前記第三者に再方向付けする段階と
、前記第三者が前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、前
記本来のキーを用いて前記メッセージを再暗号化するための手段を提供する段階とを含む
ことを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記メッセージが再方向付けされる前に、それが再方向付けされたメッセージであるこ
とを示すテキストを前記メッセージに追加する段階を含むことを特徴とする請求項２６又
は２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記発信メッセージは、前記メッセージが添付物又は特定の種類の添付物を含む場合、
前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項２２～２８のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項３０】
　前記メッセージが添付物を含み、且つ前記メッセージの本文又は件名が所定量よりも少
ないテキストを含む場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを
特徴とする請求項２２～２９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記発信メッセージは、前記メッセージの作成者の身元に依存して前記第三者に再方向
付けされることを特徴とする請求項２２～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第三者が前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認するた
めの手段を提供する段階を含むことを特徴とする請求項２２～３１のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項３３】
　前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項２２～３２の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールにより実行される
ことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項２２
～３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールにより実
行されることを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記アプリケーションは、インスタントメッセージングアプリケーションであることを
特徴とする請求項２２～３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記解析する段階は、前記インスタントメッセージングアプリケーションのプラグイン
により実行されることを特徴とする請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記アプリケーションは、音声メッセージングアプリケーションであることを特徴とす
る請求項２２～３２のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項４０】
　前記解析する段階は、前記音声メッセージングアプリケーションのプラグインにより実
行されることを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ポリシーデータは、前記ワークステーションの個々のユーザ又は一群のユーザに対
する１つ又はそれ以上のポリシーを定義することを特徴とする請求項２２～４０のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記システムは、前記ポリシーデータが記憶される中央サーバを含むことを特徴とする
請求項２２～４１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４３】
　ネットワークへの発信データの送信を制御する規則を含む、中央集中的に定義される、
複数のコンピュータに対するポリシーデータへのアクセスを有する、ネットワークに接続
された前記複数のコンピュータのうちの１つのコンピュータを、情報を管理するように制
御するためのコンピュータプログラムであって、
　発信メッセージを前記ネットワークに送信して着信メッセージを前記ネットワークから
受信するように作動可能である、前記コンピュータで実行されるアプリケーションに組み
込まれたアナライザを用いて、前記発信メッセージの送信が開始される際に前記ポリシー
データの前記規則と協働して前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断するよ
うに前記発信メッセージを解析する段階と、
　前記１つ又はそれ以上の詳細に依存して、前記発信メッセージを本来意図された受信者
ではなく第三者に選択的に再方向付けする段階と、
を前記複数のコンピュータのうちの１つのコンピュータに実行させるためのコンピュータ
プログラム。
【請求項４４】
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のリストにある受信者又はアドレスに送られ
る場合、前記発信メッセージが前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項４
３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４５】
　前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレ
スから送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リ
ストを含み、
　前記解析する段階において前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストに
あるドメイン名のうちの１つを含むと判断した場合、及び、前記意図されたアドレスが前
記名前リスト内の従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場合
、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けされる、
ことを特徴とする請求項４３又は４４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４６】
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワードの組合せを含む
場合、前記発信メッセージが前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項４３
～４５のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４７】
　送信前に前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が暗号化されるべきものである場
合、前記発信メッセージが前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項４３～
４６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４８】
　前記複数のコンピュータのうちの１つのコンピュータに実行させる段階は、
　前記メッセージをその本来の暗号化キーと共に前記第三者に再方向付けする段階と、
　前記第三者が受信する前記再方向付けされたメッセージについて前記第三者が前記本来
意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、前記本来のキーを用いて前
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記メッセージを再暗号化するための手段を提供する段階と、
を含むことを特徴とする請求項４７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４９】
　前記複数のコンピュータのうちの１つのコンピュータに実行させる段階は、前記メッセ
ージが再方向付けされる前に、それが再方向付けされたメッセージであることを示すテキ
ストを前記メッセージに追加する段階を含むことを特徴とする請求項４８に記載のコンピ
ュータプログラム。
【請求項５０】
　前記メッセージが添付物又は特定の種類の添付物を含む場合、前記発信メッセージが前
記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項４３～４９のいずれか１項に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項５１】
　前記メッセージが添付物を含み、且つ前記メッセージの本文又は件名が所定量よりも少
ないテキストを含む場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを
特徴とする請求項４３～５０のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５２】
　前記発信メッセージは、前記メッセージの作成者の身元に依存して前記第三者に再方向
付けされることを特徴とする請求項４３～５１のいずれか１項に記載のコンピュータプロ
グラム。
【請求項５３】
　前記複数のコンピュータのうちの１つのコンピュータに実行させる段階は、前記第三者
が受信する前記再方向付けされたメッセージについて前記第三者が前記本来意図された受
信者への送信に関して前記メッセージを承認するための手段を提供する段階を含むことを
特徴とする請求項４３～５２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５４】
　前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項４３～５３の
いずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５５】
　前記コンピュータプログラムは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールである
ことを特徴とする請求項５４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５６】
　前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項４３
～５３のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５７】
　前記コンピュータプログラムは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュー
ルであることを特徴とする請求項５６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５８】
　前記アプリケーションは、インスタントメッセージングアプリケーションであることを
特徴とする請求項４３～５３のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５９】
　前記コンピュータプログラムは、前記インスタントメッセージングアプリケーションの
プラグインであることを特徴とする請求項５８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６０】
　前記アプリケーションは、音声メッセージングアプリケーションであることを特徴とす
る請求項４３～５３のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６１】
　前記コンピュータプログラムは、前記音声メッセージングアプリケーションのプラグイ
ンであることを特徴とする請求項６０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６２】
　前記ポリシーデータは、前記コンピュータの個々のユーザ又は一群のユーザに対する１
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つ又はそれ以上のポリシーを定義することを特徴とする請求項４３～６１のいずれか１項
に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６３】
　前記ポリシーデータが中央サーバに記憶されていることを特徴とする請求項４３～６２
のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
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